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附則 

地球温暖化は，集中豪雨，干ばつ等の異常気象，海面の上昇，自然生態系の変化等を引

き起こし，あらゆる生命の生存の基盤である地球の環境に極めて深刻な影響を与えるおそ



れがある問題である。このため，人類が物質的な豊かさ，便利さや快適さを追い求める代

償として増え続けている二酸化炭素等の温室効果ガスの排出の量を削減し，地球温暖化を

防止することは，人類共通の緊急の課題である。 

これまでから，本市は，平成９年に気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書が

採択された都市として，事業者，市民，環境保全活動団体及び滞在者の参加と協働により，

地球温暖化を防止する取組を先駆的かつ積極的に推進してきた。 

健全で恵み豊かな地球の環境を将来の世代に継承していくことは，現在を生きる我々人

類に課された責務である。この責務を果たしていくには，一人一人の生活様式の見直しな

どにより，大量生産，大量消費及び大量廃棄の社会経済システムから持続可能な循環型の

社会経済システムへの転換を図ることが不可欠である。 

本市は，気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書が採択された都市として先導

的な役割を果たすため，１年度当たりの温室効果ガスの排出の量を，平成２年度の温室効

果ガスの排出の量からその８０パーセント以上に相当する量を削減した量とすることによ

り持続的な発展が可能となる低炭素社会を目指し，本市，事業者，市民，環境保全活動団

体及び滞在者のそれぞれが，地球温暖化の問題に向き合い，主体的に行動することを新た

に決意し，この条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，地球温暖化対策について，本市，事業者，市民及び観光旅行者その

他の滞在者の責務を明らかにするとともに，地球温暖化対策の基本となる事項を定めて，

地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進することにより，低炭素社会（人の活動に伴

って発生する温室効果ガスの排出の量が少なく，かつ，温室効果ガスの吸収作用の保全

及び強化により気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において

大気中の温室効果ガス濃度が安定し，持続的な発展が可能となった社会をいう。）を実

現し，もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類

の福祉に貢献することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 地球温暖化 人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの



濃度を増加させることにより，地球全体として，地表及び大気の温度が追加的に上昇

する現象をいう。 

(2) 地球温暖化対策 温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化（以下

「温室効果ガスの排出の抑制等」という。）その他の地球温暖化の防止を図るための

施策又は取組をいう。 

(3) 温室効果ガス 二酸化炭素その他の別に定める物質をいう。 

(4) 温室効果ガスの排出 人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し，

放出し，若しくは漏出させ，又は他人から供給された電気若しくは熱（燃料又は電気

を熱源とするものに限る。）を使用することをいう。 

(5) 環境保全活動団体 環境の保全を図る活動を行うことを目的として組織された団

体をいう。 

(6) 特定事業者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者をいう。 

ア 本市の区域内における事業者の事業活動に伴うエネルギー（エネルギーの使用の

合理化等に関する法律第２条第１項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。）の

年度（４月１日から翌年の３月３１日までの期間をいう。以下同じ。）の使用量が，

前年度において別に定める量以上であること。 

イ 道路運送法第２条第２項に規定する自動車運送事業を経営する者が道路運送車両

法の規定により自動車（同法第２条第２項に規定する自動車をいう。以下同じ。）

の使用の本拠の位置を本市の区域内に登録している車両の総数が，前年度の末日に

おいて別に定める台数以上であること。 

ウ 鉄道事業法第３条第１項の規定により同法第２条第１項に規定する鉄道事業の許

可を受けた者（本市の区域内に路線があるものに限る。）が当該鉄道事業の用に供

する車両の総数が，前年度の末日において別に定める数以上であること。 

エ アからウまでに掲げる要件のほか，本市の区域内における事業者の事業活動に伴

う温室効果ガスのうちいずれかの物質について，年度の排出（エネルギーの使用に

伴うものを除く。）の量が，前年度において別に定める量以上であること。 

２ 加盟業者が事業活動を行う場合における前項第６号の規定の適用については，同号中

「該当する者」とあるのは「該当する親業者」と，「事業者」とあるのは「同一の商号，

商標その他の表示を使用するすべての加盟業者及び親業者」とする。 

３ 前項において「親業者」とは，商品の販売又はサービスの提供を業とする者に対し，



商号，商標その他の表示を使用する権利を与え，営業について指導，助言又は援助を行

い，その者から対価を得ることを業とする者をいい，「加盟業者」とは，商品の販売又

はサービスの提供を業とする者で，親業者から，その商号，商標その他の表示を使用す

る権利を得て，営業について指導，助言又は援助を受け，当該親業者に対価を支払うこ

とを内容とする契約を締結しているものをいう。 

（本市の削減目標） 

第３条 本市は，平成４２年度までに，本市の区域内における１年度当たりの温室効果ガ

スの総排出量（別に定める方法により算定される温室効果ガスの総排出量をいう。以下

同じ。）を，平成２年度の本市の区域内における温室効果ガスの総排出量（以下「平成

２年度温室効果ガス総排出量」という。）からその４０パーセントに相当する量を削減

した量とすることを目標とする。 

２ 前項の目標を確実に達成するため，本市は，平成３２年度までに，本市の区域内にお

ける１年度当たりの温室効果ガスの総排出量を，平成２年度温室効果ガス総排出量から

その２５パーセントに相当する量を削減した量とすることを当面の目標とする。 

（本市の責務） 

第４条 本市は，次に掲げる責務を有する。 

(1) 総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し，及び実施すること。 

(2) 地球温暖化対策の策定及び実施に当たっては，地球温暖化対策に関する活動への事

業者，市民及び環境保全活動団体の参加及び協力を促進し，これらの意見を適切に反

映させること。 

(3) 本市の事務及び事業に関し，地球温暖化の防止のために必要な措置を講じること。 

(4) 事業者，市民及び環境保全活動団体による地球温暖化の防止のための活動を促進す

るために必要な措置を講じること。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は，次に掲げる責務を有する。 

(1) 事業活動に関し，地球温暖化の防止のために必要な措置（他の者の地球温暖化の防

止に寄与するための措置を含む。）を講じること。 

(2) 他の者が実施する地球温暖化対策に協力すること。 

２ 本市の区域内にエネルギーを供給している事業者（電気事業法第２条第１項第１７号

に規定する電気事業者及びガス事業法第２条第１２項に規定するガス事業者に限る。）



は，前項各号に掲げる責務のほか，次に掲げる責務を有する。 

(1) 本市に対し，本市の区域内におけるエネルギーの供給量その他の地球温暖化対策を

推進するために必要な情報を提供すること。 

(2) 本市，事業者，市民及び環境保全活動団体と連携し，他の者の地球温暖化の防止に

寄与するための措置の実施に積極的な役割を果たすこと。 

（市民の責務） 

第６条 市民は，次に掲げる責務を有する。 

(1) 日常生活に関し，地球温暖化の防止のために必要な措置を講じること。 

(2) 他の者が実施する地球温暖化対策に協力すること。 

（観光旅行者その他の滞在者の責務） 

第７条 観光旅行者その他の滞在者は，本市，事業者，市民及び環境保全活動団体が実施

する地球温暖化対策に協力する責務を有する。 

（年次報告） 

第８条 市長は，毎年度，次に掲げる事項を記載した報告書を作成し，これを公表しなけ

ればならない。 

(1) 本市の区域内における温室効果ガスの総排出量 

(2) 地球温暖化の防止のために講じた施策の実施状況及びその評価 

第２章 地球温暖化対策計画 

第９条 市長は，地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため，地球温暖化対策に

関する計画（以下「地球温暖化対策計画」という。）を定めなければならない。 

２ 地球温暖化対策計画には，次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 地球温暖化対策計画の実施期間，温室効果ガスの総排出量の削減目標その他地球温

暖化対策に関する基本方針 

(2) 温室効果ガスの総排出量の削減に関する具体的な施策 

(3) その他地球温暖化対策を推進するために必要な事項 

３ 市長は，地球温暖化対策計画を定め，又は変更したときは，速やかにこれを公表しな

ければならない。 

第３章 本市による地球温暖化対策 

第１０条 本市は，温室効果ガスの排出の抑制等を図るため，次に掲げる施策を重点的か

つ効果的に推進しなければならない。 



(1) エネルギーに係る施策で次に掲げるもの 

ア 再生可能エネルギー（太陽光，太陽熱，バイオマス（動植物に由来する有機物で

あってエネルギー源として利用することができるもの（原油，石油ガス，可燃性天

然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。）をいう。）を利用して

得ることができるエネルギーその他の環境の保全上の支障を生じさせない無尽蔵

のエネルギーをいう。以下同じ。）の優先的な利用を促進するための施策 

イ 事業活動及び日常生活に伴うエネルギーの使用の合理化（一定の目的を達成する

ためのエネルギーの使用に際して，より少ないエネルギーで同一の目的を達成する

ために徹底的な効率の向上を図ることをいう。以下同じ。）を促進するための施策 

ウ 建築物（建築基準法第２条第１号に規定する建築物をいう。以下同じ。）に係る

再生可能エネルギーの活用及びエネルギーの使用の合理化を促進するための施策 

(2) 環境マネジメントシステム（環境に配慮した事業活動を自主的に進めていくための

目標を決定し，当該目標を達成するための取組を推進するための仕組みであって，別

に定めるものをいう。以下同じ。）を事業者に普及させるための施策 

(3) 環境物品等（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第２条第１項に規

定する環境物品等をいう。以下同じ。）及び環境に配慮した事業活動に関する情報を

収集し，これを事業者，市民等に迅速かつ効果的に提供するとともに，事業者，市民

等が環境物品等を優先的に購入することを促進するための施策 

(4) 自動車等（自動車及び道路運送車両法第２条第３項に規定する原動機付自転車をい

う。以下同じ。）の使用に伴う温室効果ガスの排出の抑制を図るための施策で次に掲

げるもの 

ア 自己の自動車等を使用する者の公共交通機関の利用への転換の促進，地球温暖化

対策と調和のとれた駐車施設（自動車等を駐車するための施設をいう。）の整備に

係る計画の推進その他の交通需要管理施策（自動車等による交通の抑制，自動車等

による交通の空間的又は時間的な分散化その他の交通の円滑化を図るための施策

をいう。） 

イ 貨物の効率的な輸送を促進するための施策 

ウ 温室効果ガスを排出しない自動車等又は温室効果ガスの排出の量が相当程度少な

い自動車等の導入を促進するための施策 

エ 自動車等の駐車時における原動機の停止を促進するための施策 



オ 自動車等の共同使用を促進するための施策 

(5) 森林の適切な保全及び整備並びに本市の区域内及びその近隣の地域から産出する

木材（以下「地域産木材」という。）その他の森林資源の利用を促進するための施策 

(6) 本市の区域内で生産された農林水産物（本市の区域内で製造された農林水産物の加

工品を含む。以下同じ。）の積極的な消費その他の環境と調和のとれた食生活に関す

る啓発その他の施策 

(7) 市街地における緑化及び農地の適切な保全を推進するための施策 

(8) 廃棄物の発生の抑制及び再使用その他廃棄物の徹底した減量化を図るための施策 

(9) 廃棄物を処分する際に発生する熱その他のエネルギーを最大限に活用するための

施策 

(10) 事業者，市民及び環境保全活動団体が自主的に行う地球温暖化対策により削減さ

れ，又は吸収された温室効果ガスの量を，他の者が自らの温室効果ガスの削減の量と

みなすことができるようにする取引を促進するための施策 

(11) 地球温暖化の防止に寄与する技術に係る研究及び開発の促進並びに当該技術を有

する産業（以下「環境産業」という。）の育成及び振興を図るための施策 

(12) 事業者，市民及び環境保全活動団体が地球温暖化の防止に関する理解を深めるこ

とができるようにするための環境教育（環境の保全についての理解を深めるために行

われる環境の保全に関する教育及び学習をいう。以下同じ。），啓発その他の必要な

施策 

(13) 事業者，市民及び環境保全活動団体による地球温暖化の防止のための活動を促進

するための情報の提供，人材の育成，助成その他の必要な施策 

(14) 観光旅行者その他の滞在者が地球温暖化の防止に関する理解を深めることができ

るようにするための啓発，知識の普及その他の必要な施策 

(15) 国，他の地方公共団体，環境保全活動団体等との連携による地球温暖化対策及び

地球温暖化の防止に関する国際協力 

(16) 地球温暖化対策を効果的に実施するために必要な助成，税制その他の経済的措置

に関する調査及び研究 

２ 本市は，次に掲げる施策を率先して講じなければならない。 

(1) 地球温暖化対策の推進に関する法律第２０条の３第１項に規定する地方公共団体

実行計画の推進 



(2) 環境マネジメントシステムの構築及び推進 

(3) 環境物品等の調達 

(4) 公共の用に供する施設の建設及び管理その他公共事業の実施に伴う地球温暖化の

防止のために必要な施策 

(5) 本市が設置し，又は管理する道路，河川，公園その他の公共の用に供する施設並び

に住宅及び事業場における再生可能エネルギーを利用するための設備（以下「再生可

能エネルギー利用設備」という。）の設置，地域産木材その他の森林資源の利用及び

緑化の実施 

(6) 前各号に掲げるもののほか，温室効果ガスの排出の抑制等のための施策 

第４章 事業者及び市民等による地球温暖化対策 

第１節 事業者及び市民等の取組 

（再生可能エネルギーの優先的な利用等） 

第１１条 事業者及び市民は，事業活動及び日常生活に伴う再生可能エネルギーの優先的

な利用に努めなければならない。 

２ 事業者及び市民は，次に掲げる事項の実施その他事業活動及び日常生活に伴うエネル

ギーの使用の合理化に努めなければならない。 

(1) 空気調和設備の使用に当たっては，温室効果ガスの排出の抑制に資するよう適切な

温度に保つこと。 

(2) 照明設備の使用に当たっては，温室効果ガスの排出の抑制に資するよう適切な照度

を保つこと。 

３ 建築物の新築又は増築（以下「新築等」という。）をしようとする者は，当該建築物

からの熱の放出を抑制する構造の採用その他のエネルギーの使用の合理化に資する措置

を講じるよう努めなければならない。 

（環境マネジメントシステムの導入） 

第１２条 事業者は，環境マネジメントシステムの導入に努めなければならない。 

（温室効果ガスの排出の量が比較的少ない機械器具等の使用等） 

第１３条 事業者及び市民は，温室効果ガスの排出の量が比較的少ない電気機械器具，ガ

ス器具その他のエネルギーを消費する機械器具の優先的な使用に努めなければならない。 

２ 事業者及び市民は，電気機械器具，ガス器具その他のエネルギーを消費する機械器具

及び水道水の適切な使用により，これらの使用に伴う温室効果ガスの排出の抑制に努め



なければならない。 

（温室効果ガスの排出の量が比較的少ない機械器具及び役務の提供等） 

第１４条 事業者は，前条第１項の機械器具及び温室効果ガスの排出の量が比較的少ない

役務の提供に努めなければならない。 

２ 事業者は，前条第１項の機械器具又は前項の役務を利用しようとする者に対し，その

利用に伴う温室効果ガスの排出に関する情報を提供するよう努めなければならない。 

３ 事業者は，環境保全活動団体及び大学，短期大学その他の教育研究機関と連携して，

地球温暖化の防止に寄与する技術に係る研究及び開発並びに環境産業の振興に努めなけ

ればならない。 

（公共交通機関等の利用） 

第１５条 事業者及び市民は，可能な限り，自己の自動車等の使用を控え，徒歩により，

又は公共交通機関若しくは自転車を利用して移動するよう努めなければならない。 

２ 事業者は，可能な限り，その従業者に対し，通勤における自己の自動車等の使用を控

えさせ，徒歩により，又は公共交通機関若しくは自転車を利用して通勤させることを促

進するための措置を講じるよう努めなければならない。 

（自動車等の使用に伴う温室効果ガスの排出の抑制） 

第１６条 事業者及び市民は，自己の自動車等の適正な使用及び管理により，当該自動車

等の使用に伴う温室効果ガスの排出の抑制に努めなければならない。 

２ 事業者及び市民は，自動車等を駐車するに当たっては，当該自動車等の原動機を停止

するよう努めなければならない。ただし，緊急その他やむを得ない理由があるときは，

この限りでない。 

３ 事業者及び市民は，自己の自動車等を保有する方法に代えて，自動車等を共同で使用

するサービスを利用することその他の方法により，自動車等を使用するよう努めなけれ

ばならない。 

４ 事業者及び市民は，自動車等の購入又は別に定める賃借（以下「購入等」という。）

をしようとするときは，温室効果ガスを排出しない自動車等又は温室効果ガスの排出の

量が相当程度少ない自動車等の購入等をするよう努めなければならない。 

５ 事業者及び市民は，自動車等を使用しようとする場合において，使用することのでき

る２以上の自動車等があるときは，温室効果ガスの排出の量がより少ない自動車等を使

用するよう努めなければならない。 



（建築物等の緑化） 

第１７条 事業者及び市民は，温室効果ガスの排出の抑制を図るため，その所有し，又は

管理する建築物及びその敷地の緑化に努めなければならない。 

（本市の区域内で生産された農林水産物の消費の促進等） 

第１８条 事業者及び市民は，温室効果ガスの排出の抑制等に資するため，本市の区域内

で生産された農林水産物を優先的に消費するほか，環境と調和のとれた食生活を営むよ

う努めなければならない。 

（廃棄物の徹底した減量化の推進） 

第１９条 事業者及び市民は，廃棄物の発生の抑制及び再使用その他の廃棄物の徹底した

減量化を図るよう努めなければならない。 

（従業者の環境教育） 

第２０条 事業者は，その従業者に対し，環境教育を行うよう努めなければならない。 

（環境に良いことをする日） 

第２１条 事業者，市民，環境保全活動団体及び観光旅行者その他の滞在者が，地球温暖

化対策の重要性について関心と理解を深めることにより，地球温暖化の防止に向けた取

組の一層の推進を図るため，環境に良いことをする日を設ける。 

２ 環境に良いことをする日は，毎月１６日とする。 

３ 環境に良いことをする日においては，本市，事業者，市民，環境保全活動団体及び観

光旅行者その他の滞在者は，環境に配慮した行動を率先して実行するよう努めなければ

ならない。 

第２節 特定事業者の義務 

（環境マネジメントシステムの導入等） 

第２２条 特定事業者は，本市の区域内に存する事業所のうち次の各号のいずれかに該当

するものにおいて，環境マネジメントシステムを導入し，当該環境マネジメントシステ

ムにおいて決定した目標を達成するための取組を推進しなければならない。 

(1) 温室効果ガスの排出の量が最も多い事業所 

(2) 主たる事業所 

(3) その他環境マネジメントシステムの導入による温室効果ガスの排出の量の削減の

効果が高い事業所として別に定めるもの 

２ 前項の規定により環境マネジメントシステムを導入した特定事業者は，毎年度，別に



定めるところにより，次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならな

い。 

(1) 環境マネジメントシステムの名称 

(2) 環境マネジメントシステムにおいて決定した目標を達成するための取組に関する

事項 

(3) その他市長が必要と認める事項 

３ 市長は，前項の規定による報告があったときは，速やかに，その旨及びその内容を公

表しなければならない。 

（温室効果ガスを排出しない新車等の導入） 

第２３条 特定事業者は，その事業の用に供するため，過去に道路運送車両法第５８条第

１項に規定する自動車検査証の交付を受けたことがない自動車で別に定めるもの（以下

「新車」という。）の購入等をしようとするときは，別に定める期間に購入等をする新

車のうち次に掲げる自動車に該当するものの台数の当該期間に購入等をする新車の合計

台数に対する割合が別に定める割合以上となるようにしなければならない。 

(1) 温室効果ガスを排出しない別に定める自動車 

(2) 温室効果ガスの排出の量が相当程度少ない別に定める自動車 

２ 特定事業者は，新車の購入等をしたときは，別に定めるところにより，次に掲げる事

項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。 

(1) 購入等をした新車の合計台数 

(2) 購入等をした前項各号に掲げる自動車に該当する新車の台数 

(3) その他市長が必要と認める事項 

３ 前条第３項の規定は，前項の報告について準用する。 

第３節 特定排出機器販売者の表示義務 

第２４条 温室効果ガスの排出の量が相当程度多い別に定める機械器具（以下「特定排出

機器」という。）を店頭において販売する者（以下「特定排出機器販売者」という。）

は，当該店頭の見やすい場所に，別に定めるところにより，エネルギー消費効率（エネ

ルギーの消費量との対比における特定排出機器の性能として別に定める方法により算定

した数値をいう。以下同じ。）に関する情報を適切に表示しなければならない。 

２ 特定排出機器販売者は，特定排出機器を購入しようとする者の求めがあったときは，

当該特定排出機器のエネルギー消費効率について説明しなければならない。 



第４節 自動車販売事業者の説明等の義務 

（自動車販売事業者による温室効果ガスの排出の抑制） 

第２５条 本市の区域内において自動車の販売を業とする者（以下「自動車販売事業者」

という。）は，新車を購入しようとする者に対し，その販売する新車に係る自動車環境

情報（自動車に関する温室効果ガスの排出の量その他の別に定める事項をいう。）を説

明しなければならない。 

２ 自動車販売事業者は，温室効果ガスを排出しない新車又は温室効果ガスの排出の量が

相当程度少ない新車の提供に努めなければならない。 

３ 自動車販売事業者は，毎年度，別に定めるところにより，温室効果ガスを排出しない

新車又は温室効果ガスの排出の量が相当程度少ない新車の販売の実績を記載した報告書

を市長に提出しなければならない。 

４ 第２２条第３項の規定は，前項の報告について準用する。 

第５章 事業者排出量削減計画による温室効果ガスの排出量の削減 

（事業者排出量削減指針） 

第２６条 市長は，事業者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減を促進するた

め，次に掲げる指針（以下「事業者排出量削減指針」という。）を定めなければならな

い。 

(1) 次条第１項に規定する事業者排出量削減計画書及び第３０条第１項に規定する事

業者排出量削減報告書の作成に関する次に掲げる指針 

ア 温室効果ガスの排出の量の算定に係る指針 

イ 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減を図るために事業者が採り得る措

置に係る指針 

(2) 第２８条第１項の規定による事業者排出量削減計画書に係る評価及び第３１条第

１項の規定による事業者排出量削減報告書に係る評価に関する指針 

２ 市長は，事業者排出量削減指針を定め，又は改定したときは，速やかにこれを公表し

なければならない。 

（事業者排出量削減計画書の提出等） 

第２７条 計画期間（特定年度（平成２３年度及び同年度から起算して３年度又は３の倍

数を経過したごとの年度をいう。）以降の３年間をいう。以下同じ。）のいずれかの年

度において特定事業者に該当することとなった事業者は，温室効果ガスの排出の量を計



画的に削減するため，当該計画期間（特定事業者に該当することとなった年度前の年度

を除く。第３０条及び第３１条において同じ。）について，事業者排出量削減指針に基

づき，事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減に係る計画書（以下「事業者排出

量削減計画書」という。）を作成し，特定事業者に該当することとなった年度の別に定

める日までに市長に提出しなければならない。 

２ 事業者排出量削減計画書には，次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 特定事業者の氏名及び住所（法人にあっては，名称及び代表者名並びに主たる事務

所の所在地） 

(2) 事業者排出量削減計画書を提出する年度前の年度における事業活動に伴う温室効

果ガスの排出の実績 

(3) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量を削減するための基本方針 

(4) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減の目標 

(5) 前号の目標を達成するために実施しようとする措置の内容 

(6) 従業者に対して通勤において自己の自動車等を使用することを控えさせるために

実施しようとする措置の内容 

(7) 前２号の措置を推進するための体制 

(8) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事項 

３ 第１項の規定により事業者排出量削減計画書を提出した特定事業者（以下「計画書提

出特定事業者」という。）は，前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは，別に定め

る届出書に，変更後の事業者排出量削減計画書を添えて，速やかに市長に提出しなけれ

ばならない。 

４ 市長は，第１項の規定による事業者排出量削減計画書の提出及び前項の規定による届

出に係る変更後の事業者排出量削減計画書の提出があったときは，速やかに，その旨及

びその内容を公表しなければならない。 

（事業者排出量削減計画書に係る評価） 

第２８条 市長は，前条第１項の規定により提出された事業者排出量削減計画書（同条第

３項の規定による届出があったときは，変更後の事業者排出量削減計画書）に記載され

た同条第２項第３号から第５号までに掲げる事項について，事業者排出量削減指針に基

づき評価を行うものとする。 

２ 市長は，前項の評価を行ったときは，速やかに，計画書提出特定事業者に対し，当該



評価の結果を通知するとともに，これを公表しなければならない。 

（事業者排出量削減計画の推進） 

第２９条 計画書提出特定事業者は，事業者排出量削減計画書に基づき，事業活動に伴う

温室効果ガスの排出の量を削減しなければならない。 

２ 計画書提出特定事業者は，第２７条第２項第４号に掲げる目標を達成するための温室

効果ガスの排出の量の削減については，自らの事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量

を削減する手段のほか，森林の保全及び整備，再生可能エネルギーの利用その他の地球

温暖化対策のうち，温室効果ガスの排出の量を自ら削減したものとみなすことができる

手段として別に定めるものによることができる。 

（事業者排出量削減報告書の提出等） 

第３０条 計画書提出特定事業者は，計画期間の各年度について，事業者排出量削減指針

に基づき，次に掲げる事項を記載した報告書（以下「事業者排出量削減報告書」という。）

を作成し，当該各年度の翌年度の別に定める日までに市長に提出しなければならない。 

(1) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量 

(2) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量を削減するために実施した措置の内容 

(3) 前号に掲げるもののほか，地球温暖化の防止に寄与するために実施した措置の内容 

２ 第２７条第４項の規定は，事業者排出量削減報告書について準用する。 

（事業者排出量削減報告書に係る評価） 

第３１条 市長は，前条第１項の規定により計画期間の最後の年度に係る事業者排出量削

減報告書が提出された後，計画期間に係る同項各号に掲げる事項について，事業者排出

量削減指針に基づき評価を行うものとする。 

２ 第２８条第２項の規定は，前項の評価について準用する。 

（表彰） 

第３２条 市長は，前条第１項の規定による評価の結果，第２７条第２項第４号に掲げる

目標の達成の状況が特に優良であると認める計画書提出特定事業者を表彰するものとす

る。この場合において，市長は，必要があると認めるときは，あらかじめ，地球温暖化

対策に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。 

（指導及び助言） 

第３３条 市長は，特定事業者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量を効果的に削減

させるため，計画書提出特定事業者に対し，その事業活動の状況及び第２７条第２項第



５号に掲げる措置の内容に応じて，必要な指導及び助言をするものとする。 

（特定事業者以外の事業者による事業者排出量削減計画書の提出等） 

第３４条 特定事業者以外の事業者は，事業活動に伴う温室効果ガスの排出の削減の量等

について市長の評価を受けるとともに，当該温室効果ガスの排出の量の効果的な削減の

方法について市長の指導及び助言を受けるため，単独で又は共同して，計画期間につい

て事業者排出量削減指針に基づき事業者排出量削減計画書を作成し，別に定める日まで

に市長に提出することができる。 

２ 第２７条から前条までの規定（第２７条第１項を除く。）は，前項の事業者が事業者

排出量削減計画書を提出する場合について準用する。 

第６章 建築物に係る地球温暖化対策 

第１節 建築物排出量削減指針 

第３５条 市長は，建築物に係る温室効果ガスの排出の量の削減を促進するため，次条第

１項に規定する建築物排出量削減計画書の作成に関し，当該温室効果ガスの排出の量の

削減を図るために建築物を建築する者が採り得る措置に係る指針（以下「建築物排出量

削減指針」という。）を定めなければならない。 

２ 市長は，建築物排出量削減指針を定め，又は改定したときは，速やかにこれを公表し

なければならない。 

第２節 建築物排出量削減計画による温室効果ガスの排出量の削減 

（建築物排出量削減計画書の提出等） 

第３６条 温室効果ガスの排出の量が相当程度多い別に定める建築物（以下「特定建築物」

という。）の新築等をしようとする者（以下「特定建築主」という。）は，建築物排出

量削減指針に基づき，建築物に係る温室効果ガスの排出の量の削減に係る計画書（以下

「建築物排出量削減計画書」という。）を作成し，当該新築等に係る工事に着手する前

の別に定める日までに市長に提出しなければならない。 

２ 建築物排出量削減計画書には，次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 特定建築主の氏名及び住所（法人にあっては，名称及び代表者名並びに主たる事務

所の所在地） 

(2) 特定建築物の名称及び所在地 

(3) 特定建築物の概要 

(4) 特定建築物に係る温室効果ガスの排出の量を削減するために実施しようとする措



置の内容 

(5) 第４４条の規定に基づく同条の建築環境総合性能評価システムによる評価の結果 

(6) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事項 

３ 第１項の規定により建築物排出量削減計画書を提出した特定建築主（以下「計画書提

出特定建築主」という。）は，特定建築物の新築等に係る工事が完了するまでの間に，

前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは，別に定める届出書に，変更後の建築物排

出量削減計画書を添えて，速やかに市長に提出しなければならない。ただし，別に定め

る軽微な変更については，この限りでない。 

４ 市長は，第１項の規定による建築物排出量削減計画書の提出及び前項の規定による届

出に係る変更後の建築物排出量削減計画書の提出があったときは，速やかに，その旨及

びその内容を公表しなければならない。 

（指導及び助言） 

第３７条 市長は，特定建築物に係る温室効果ガスの排出の量を効果的に削減させるため，

計画書提出特定建築主に対し，特定建築物の状況及び前条第２項第４号に掲げる措置の

内容に応じて，必要な指導及び助言をするものとする。 

（完了の届出等） 

第３８条 計画書提出特定建築主は，特定建築物の新築等に係る工事が完了したときは，

速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

２ 第３６条第４項の規定は，前項の届出について準用する。 

（特定建築主以外の建築主による建築物排出量削減計画書の提出等） 

第３９条 建築物の新築等をしようとする者で，特定建築主以外のものは，当該建築物に

係る温室効果ガスの排出の量の効果的な削減の方法について市長の指導及び助言を受け

るため，建築物排出量削減指針に基づき建築物排出量削減計画書を作成し，当該新築等

に係る工事に着手する前の別に定める日までに市長に提出することができる。 

２ 第３６条から前条までの規定（第３６条第１項を除く。）は，前項の者が建築物排出

量削減計画書を提出する場合について準用する。 

第３節 特定建築物における地域産木材の利用等 

（特定建築物における地域産木材の利用） 

第４０条 特定建築主は，特定建築物に別に定める量以上の地域産木材（別に定めるもの

に限る。以下同じ。）を利用しなければならない。 



（特定建築物における再生可能エネルギー利用設備の設置） 

第４１条 特定建築主は，特定建築物又はその敷地に，再生可能エネルギー利用設備で，

特定建築物からの温室効果ガスの排出の量の削減に寄与するものとして別に定める基準

に適合するものを設置しなければならない。 

（届出） 

第４２条 特定建築主は，次に掲げる事項を記載した別に定める届出書を，特定建築物の

新築等に係る工事に着手する前の別に定める日までに市長に提出しなければならない。 

(1) 特定建築物に利用する地域産木材に関する次に掲げる事項 

ア 種類 

イ 利用する用途 

ウ 利用する量 

エ その他市長が必要と認める事項 

(2) 特定建築物又はその敷地に設置する再生可能エネルギー利用設備に関する次に掲

げる事項 

ア 種類 

イ 利用することが可能な再生可能エネルギーの量 

ウ その他市長が必要と認める事項 

２ 前項の届出をした特定建築主は，特定建築物の新築等に係る工事が完了するまでの間

に，同項各号に掲げる事項に変更が生じたときは，速やかに別に定める届出書を市長に

提出しなければならない。 

（勧告及び公表） 

第４３条 市長は，特定建築主が前条第１項の規定による届出をした場合において，その

届出に係る事項が第４０条又は第４１条の規定に適合しないと認めるときは，当該特定

建築主に対し，地域産木材の利用又は再生可能エネルギー利用設備の設置に関し，特定

建築物に係る工事の設計の変更その他必要な措置を講じるよう勧告することができる。 

２ 市長は，前項の規定による勧告を受けた特定建築主がその勧告に従わないときは，そ

の旨及びその勧告の内容を公表することができる。 

第４節 建築物環境配慮性能の表示 

（建築環境総合性能評価システムによる評価） 

第４４条 特定建築主は，環境への配慮に係る特定建築物の性能について，建築環境総合



性能評価システム（環境への配慮に係る建築物の性能を評価する制度のうち，市長が定

めるものをいう。以下同じ。）による評価を行わなければならない。 

（建築物環境配慮性能の表示に関する基準） 

第４５条 市長は，環境への配慮に係る建築物の性能（以下「建築物環境配慮性能」とい

う。）を適切に表示させるため，前項の規定による評価の結果のうち次条の規定により

表示をすべき事項及びその表示の方法に関する基準（以下「表示基準」という。）を定

めなければならない。 

２ 市長は，表示基準を定め，又は変更したときは，速やかにこれを告示しなければなら

ない。 

（建築物環境配慮性能の表示） 

第４６条 特定建築主は，特定建築物の新築等に係る工事の期間中，当該工事の現場の見

やすい場所に，表示基準に基づき建築物環境配慮性能の表示をしなければならない。 

２ 特定建築主は，新築等に係る特定建築物の販売の広告（別に定めるものに限る。以下

同じ。）をするときは，当該広告に，表示基準に基づき建築物環境配慮性能の表示をし

なければならない。 

３ 特定建築主は，新築等に係る特定建築物について販売の代理又は媒介を行わせる場合

において，当該代理又は媒介を行う者（以下「販売代理者等」という。）が当該特定建

築物の販売の広告をするときは，当該販売代理者等に対し，当該広告に，表示基準に基

づき建築物環境配慮性能の表示をさせなければならない。 

４ 前項の場合において，販売代理者等は，正当な理由なく，当該特定建築物に係る建築

物環境配慮性能の表示を拒否してはならない。 

（建築物環境配慮性能の表示の届出） 

第４７条 特定建築主は，前条第１項から第３項までの規定により，建築物環境配慮性能

の表示をし，又は販売代理者等に当該表示をさせたときは，これらの表示の日のいずれ

か早い日後速やかに，別に定める届出書に，当該表示をし，若しくは表示をさせた広告

若しくはその写しその他建築物環境配慮性能の表示の内容を確認するために必要な書類

を添えて，市長に提出しなければならない。 

２ 前項の届出をした特定建築主は，表示をし，又は表示をさせた建築物環境配慮性能に

変更が生じたときは，速やかに，変更後の建築物環境配慮性能の表示をし，又は販売代

理者等に対して変更後の建築物環境配慮性能の表示をさせるとともに，別に定める届出



書に，変更後の前項の書類を添えて，市長に提出しなければならない。 

３ 市長は，前２項の規定による届出があったときは，速やかに，その旨及びその内容を

公表しなければならない。 

（建築物環境配慮性能の説明） 

第４８条 特定建築主は，特定建築物を販売しようとするときは，当該特定建築物を購入

しようとする者に対し，当該特定建築物に係る建築物環境配慮性能を説明するよう努め

なければならない。 

２ 前項の規定は，販売代理者等が特定建築物の販売の代理又は媒介を行おうとする場合

について準用する。 

（特定建築主以外の建築主による建築物環境配慮性能の表示等） 

第４９条 第３９条第１項の規定により建築物排出量削減計画書を提出した者は，環境へ

の配慮に係る当該建築物の性能について，建築環境総合性能評価システムによる評価を

行うとともに，第４６条第１項若しくは第２項の規定の例により当該建築物に係る建築

物環境配慮性能の表示をし，又は同条第３項の規定の例により当該建築物の販売の代理

若しくは媒介を行う者に対して当該建築物に係る建築物環境配慮性能の表示をさせるよ

う努めなければならない。 

２ 前条の規定は，前項の建築物排出量削減計画書を提出した者が当該建築物の販売をし，

又はその販売の代理若しくは媒介を行わせる場合について準用する。 

第５節 緑化重点地区内の建築物に係る緑化等の義務 

（特定緑化建築物等の緑化等） 

第５０条 緑化重点地区（都市緑地法第４条第２項第７号に規定する地区をいう。）にお

いて，その敷地面積が別に定める面積以上である建築物の新築又は別に定める改築をし

ようとする者（以下「特定緑化建築主」という。）は，当該建築物及びその敷地（以下

「特定緑化建築物等」という。）に，それらの面積に応じて別に定める面積以上の緑化

施設（植栽，花壇その他の緑化のための施設（可動式のものにあっては，別に定める規

模以下のものを除く。）及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに付属して設けられ

る園路，土留めその他の施設（当該建築物の空地，屋上その他の屋外に設けられるもの

に限る。）をいう。以下同じ。）を設けなければならない。ただし，建築物の構造又は

敷地の状況により緑化施設を確保することが困難であると市長が認めるときは，この限

りでない。 



２ 特定緑化建築主は，前項の規定にかかわらず，その建築物に太陽光発電装置を設ける

ときは，緑化施設の面積に太陽光発電装置の面積を加えた面積をもって同項の規定によ

り設けるべき緑化施設の面積とすることができる。 

３ 第１項の緑化施設及び前項の太陽光発電装置の面積は，別に定める方法により算定す

るものとする。 

（適用除外） 

第５１条 前条の規定は，次に掲げる建築物については，適用しない。 

(1) 工場立地法第６条第１項に規定する特定工場の用に供する建築物 

(2) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第４条第１項に規定する歴史

的風土保存区域内の建築物 

(3) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第５条第１項に規定する近郊緑地保全区域

内の建築物 

(4) 都市計画法第８条第１項第７号に規定する風致地区内の建築物 

(5) 都市緑地法第１２条第１項に規定する特別緑地保全地区内の建築物 

（緑化計画書の提出） 

第５２条 特定緑化建築主は，次に掲げる事項を記載した計画書（以下「緑化計画書」と

いう。）を作成し，建築基準法第６条第１項若しくは第６条の２第１項の規定による確

認の申請前又は同法第１８条第２項の規定による通知前の別に定める日までに市長に提

出しなければならない。 

(1) 氏名及び住所（法人にあっては，名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地） 

(2) 建築物の名称及び所在地 

(3) 特定緑化建築物等の概要 

(4) 特定緑化建築物等の緑化施設及び太陽光発電装置に係る工事その他当該緑化施設

を確保するために実施しようとする措置の内容 

(5) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事項 

２ 緑化計画書を提出した特定緑化建築主（以下「計画書提出特定緑化建築主」という。）

は，当該特定緑化建築物等の緑化施設及び太陽光発電装置に係る工事が完了するまでの

間に，前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは，別に定める届出書に，変更後の緑

化計画書を添えて，市長に提出しなければならない。ただし，別に定める軽微な変更に

ついては，この限りでない。 



（勧告及び公表） 

第５３条 市長は，特定緑化建築主が緑化計画書を提出した場合において，当該緑化計画

書に記載された前条第１項第４号に掲げる措置の内容が第５０条の規定に適合しないと

認めるときは，当該特定緑化建築主に対し，特定緑化建築物等の緑化施設及び太陽光発

電装置に係る工事の設計の変更その他必要な措置を講じるよう勧告することができる。 

２ 市長は，前項の規定による勧告を受けた特定緑化建築主がその勧告に従わないときは，

その旨及びその勧告の内容を公表することができる。 

（特定緑化建築物等に係る工事の完了の届出） 

第５４条 計画書提出特定緑化建築主は，当該特定緑化建築物等の緑化施設及び太陽光発

電装置に係る工事が完了したときは，速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

（特定緑化建築物等の維持管理） 

第５５条 計画書提出特定緑化建築主は，特定緑化建築物等の適切な維持管理に努めなけ

ればならない。 

第７章 評価及び見直し 

（施策の評価及び見直し） 

第５６条 市長は，この条例に基づく施策の推進に当たっては，定期的にその実施状況に

ついて，評価を行わなければならない。 

２ 市長は，前項の評価の結果，地球温暖化対策に係る技術水準の向上及び社会経済情勢

の変化を踏まえ，必要があると認めるときは，同項の施策の見直しを行わなければなら

ない。 

３ 市長は，第１項の評価及び前項の見直しを行うために必要な体制を整備しなければな

らない。 

４ 市長は，第１項の評価及び第２項の見直しをしようとするときは，事業者，市民，環

境保全活動団体及び複数の学識経験のある者の意見を聴かなければならない。 

（条例の見直し） 

第５７条 本市は，この条例の目的を達成するため，その施行の状況，地球温暖化対策に

係る技術水準の向上及び社会経済情勢の変化を踏まえ，おおむね５年ごとに，その見直

しを行うものとする。 

第８章 雑則 

（報告又は資料の提出） 



第５８条 市長は，この条例の施行に必要な限度において，特定事業者（第３４条第１項

の規定により事業者排出量削減計画書を提出した事業者を含む。），特定建築主（第３

９条第１項の規定により建築物排出量削減計画書を提出した者を含む。）及び特定緑化

建築主に対し，温室効果ガスの排出の量を削減するための措置の実施の状況その他必要

な事項について報告又は資料の提出を求めることができる。 

（立入調査等） 

第５９条 市長は，この条例の施行に必要な限度において，市長が指定する職員に，特定

建築物若しくはその敷地又は特定緑化建築物等に立ち入り，その状況を調査させ，必要

な検査をさせ，又は関係者に質問させることができる。ただし，住居に立ち入るときは，

あらかじめ，その居住者の承諾を得なければならない。 

２ 前項の規定により立入調査，立入検査又は質問をする職員は，その身分を示す証明書

を携帯し，関係者の請求があったときは，これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査，立入検査又は質問の権限は，犯罪捜査のために認めら

れたものと解釈してはならない。 

（勧告及び公表） 

第６０条 市長は，特定事業者，自動車販売事業者，特定建築主及び特定緑化建築主が，

次の各号のいずれかに該当するときは，これらの者に対し，必要な措置を講じるよう勧

告することができる。 

(1) 第２２条第２項，第２３条第２項又は第２５条第３項の規定による報告をしなかっ

たとき。 

(2) 第２７条第１項，第３０条第１項，第３６条第１項又は第５２条第１項の規定によ

る提出をしなかったとき。 

(3) 第２７条第３項，第３６条第３項，第３８条第１項，第４２条，第４７条第１項若

しくは第２項，第５２条第２項又は第５４条の規定による届出をしなかったとき。 

(4) 第５８条の規定による報告若しくは資料の提出をせず，又は虚偽の報告若しくは資

料の提出をしたとき。 

２ 市長は，前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくて当該勧告に従わない

ときは，その旨及びその内容を公表することができる。 

（委任） 

第６１条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し



必要な事項は，市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２３年４月１日から施行する。ただし，第６章第３節から第５節ま

での規定（第４４条を除く。）及び附則第４項の規定は，平成２４年４月１日から施行

する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの条例による改正前の京都市

地球温暖化対策条例（以下「旧条例」という。）第２１条第１項の規定により提出され

た同項に規定する特定建築物排出量削減計画書については，この条例による改正後の京

都市地球温暖化対策条例（以下「新条例」という。）第３６条第１項の規定により提出

された建築物排出量削減計画書とみなす。 

３ 旧条例第２０条第２項の規定により同項に規定する特定事業者排出量削減報告書を提

出すべきであった者で，施行日前に提出していないものについては，旧条例第２０条第

２項及び第３項，第２５条並びに第２６条の規定は，この条例の施行後も，なおその効

力を有する。 

４ 新条例第６章第３節及び第５節の規定は，平成２４年４月１日以後に建築基準法第６

条第１項若しくは第６条の２第１項の規定による確認の申請又は同法第１８条第２項の

規定による通知をする者について適用する。この場合において，同日から別に定める日

までに当該申請又は通知をする者に対する新条例第５２条の規定の適用については，同

条第１項中「建築基準法第６条第１項若しくは第６条の２第１項の規定による確認の申

請前又は同法第１８条第２項の規定による通知前の別に定める日までに」とあるのは，

「平成２４年４月１日以後速やかに」とする。 

附 則（平成２６年３月２５日条例第１５０号） 

  この条例中第２項第１項の改正規定は平成２６年４月１日から，第５０条第１項の改

正規定は公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３０日条例第６４号） 

  この条例中第５条第２項各号列記以外の部分の改正規定（「第２条第１項第２号」を

「第２条第１項第１７号」に，「一般電気事業者」を「電気事業者」に改め，「同項第

８号に規定する特定規模電気事業者並びに」を削る部分に限る。）は平成２８年４月１



日から，その他の改正規定は電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成２７年法律

第４７号）第５条の規定の施行の日から施行する。 

 


